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３－７ 排出ガス対策型・低騒音型建設機械  

受注者は、排出ガス対策型建設機械（排出ガス浄化装置装着機械を含む）や設計図書で使用を

義務付けられた低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、指定建設機械（排出ガス対策型、低

騒音・低振動型建設機械）の写真を撮影しておき、監督員から請求があった場合には、提示すれ

ばよく、提出する必要はない。  

原則として、標準的な土木工事においては、低騒音型建設機械を使用すること。また、低騒音

型建設機械を使用する際は、施工計画書の「（４）指定機械」の項目に低騒音型であることを記

載すること。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-2-2 現場管理 3,5） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-32 環境対策 6.排出ガス対策型建設機械） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-32 環境対策 8.低騒音型・低振動型建設機械） 

 

３－８ 特殊車両通行許可  

受注者は、川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-34 交通安全管理 14.通行許可は、下記について

実施するものとする。  

  

（１）当該車両に関する特殊車両通行許可証の確認  

（２）現場到着地点及び現場出発時における荷姿の確認（荷姿全景、ナンバープレート等通行許

可証との照合可能な写真）〔走行途中の写真撮影は不要〕  

（３）車両通行記録（タコグラフ）の確認（夜間走行条件の場合のみ）  

  

なお、（１）については、川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-37 官公庁への手続き 3.諸手続き

の提示、提出に基づき監督員へ提示するものとする。  

（２）、（３）については、監督員から請求があった場合には、確認結果等を提示すればよく、

提出する必要はない。 
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３－９ 出来形管理書類 

（１）出来形管理の目的  

出来形管理は、工事目的物が使用目的を満たせるかどうかを判定するための精度（目的物

の長さ、幅、高さ、面積、体積、位置等といった設計図書に示されている数量）を定められた

規格値内に納めるために行う施工管理である。  

  

（２）出来形管理の方法  

受注者は、工事目的物がその品質、機能等を有するほか、出来形が確保されるよう、施工中

の管理基準を定め自主的に出来形管理を行う。  

なお、管理基準については、川崎市港湾工事共通仕様書出来形管理基準、川崎市土木工事

施工管理基準の出来形管理及び規格値（以下、「出来形管理基準」という。）に従って実施する

が、管理基準に定めのない工種や測定項目などについては、あらかじめ監督員と協議して決

定する。  

工事完了後に不可視部分となる箇所については、発注者が明確に確認できるよう出来形管

理（写真管理を含む）を行うことが大切である。 

 

■出来形管理の主な視点  

ア 設計数量や出来形規格値を満足しているか。 

イ 出来形（実測値）のバラツキの程度はどうか。 

ウ 不可視部分の出来形管理は適切か。 

 

   ■川崎市土木工事施工管理基準の記載（抜粋）  

ア 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のも

とに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しな

ければならない。  

【川崎市土木工事施工管理基準４－（４）】  

イ 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、

設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。  

【川崎市土木工事施工管理基準５－（２）】 

    

 

（３）作成する出来形管理資料  

ア 出来形管理図表  

出来形管理基準及び規格値に定められた各工種の測定基準により出来形管理表等を作成す

る。  

イ 出来形数量調書  

工種・種別等ごとに設計数量と実施数量を記載し、対比させた一覧表受注者は、出来形測

量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、

その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに
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監督員に提出しなければならない。  

※出来形数量調書に記載する事項は工事目的物のみなので注意すること。  

ウ 出来形数量計算書  

出来形の実施数量（面積や体積など）を算出した根拠資料。必要に応じて、図面や略図を添

付する。 

エ 出来形管理写真  

※特に、不可視部分や検査時に計測できない箇所は重要  

オ 工事完成図  

カ その他、監督員との事前協議により定めた出来形管理資料  

  

（４）出来形管理基準適用の留意点  

ア 着工に先立ち、出来形管理基準及び設計図書に基づき、測定項目、測定箇所等並びに規格値

を記載した出来形管理計画を作成する。施工計画書に記載をすること。（社内規格値を設けて

管理する場合も含む。）  

イ 出来形管理基準に定めのない工種や測定項目については、あらかじめ監督員と受注者（主

任技術者等）で協議を行い、測定箇所や規格値等を適切に定める。  

ウ 不可視部分については、測定方法、箇所等を検討し、適切な出来形管理を行う。  

エ 設計図書に明記されている数値については全て管理する必要がある。 

 

（任意様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○工 

○○○○工 ○○ ○○ 

記載例 
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記載例 
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出来形数量計算書（任意様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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３－１０ 品質管理書類 

（１）品質管理の目的  

土木工事では、一般に工事に使用する材料の形状寸法・品質や目的物の品質・規格が仕様

書又は図面に明示されており、受注者は示された品質・規格を十分満足し、かつ経済的に生

産するため自主的に管理を行う必要がある。  

  

（２）品質管理の方法  

設計図書に示された品質・規格を安定して満足するために、定められた各種の試験や、規

格・工程に対する判定手法として品質管理図表を用いるのがよい。 

 

   ■品質管理の主な視点 

    ア 規格値を満足しているか 

    イ 測定（試験）結果のバラツキの程度はどうか 

    ウ 施工方法は適切か 

 

（３）品質管理基準  

管理基準については、川崎市港湾工事共通仕様書の品質管理基準、川崎市土木工事施工管

理基準の品質管理基準及び規格値（以下、「品質管理基準」という。）による。  

品質管理を進めるには、最初のデータがゆとりをもって規格を満足していることを確かめ

た後、そのデータを用いて管理図を描き、最初のデータが安定しているかを確かめ、管理限

界線の外にでるものがあれば工程に異常ありとして、その原因を追及して修正処理し、管理

限界線内にあればこの状態を維持することであり、これには日々のデータ管理が必要となる。 

 

■川崎市土木工事施工管理基準の記載（抜粋）  

ア 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理の 

もとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出し

なければならない。  

【川崎市土木工事施工管理基準４－（４）】  

イ 受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管

理するものとする。  

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は全面的に

実施するものとする。  

また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するものを実

施するものとする｡  

なお、品質管理基準に定めのない試験項目及び適用除外の試験項目についても、社

内基準を設定し品質管理をおこなう等品質確保に努めること。  

【川崎市土木工事施工管理基準５－（３）】 
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（４）主に作成する品質管理資料  

ア 品質管理図表  

イ 品質管理写真  

ウ 各種試験成績表 ※管理項目によっては必須  

エ その他、監督員との事前協議により定めた品質管理資料  

  

（５）品質管理資料の作成に関する留意事項  

ア 着工に先立ち、品質管理基準及び、契約図書に基づき、試験又は測定項目、試験頻度、試験

回数、試験方法並びに規格値等を記載した品質管理計画を作成する。施工計画書の施工管理

計画に記載すること。（社内規格を設けて管理する場合も含む）  

イ 試験又は測定項目の決定にあたっては、「必須」「その他」の試験区分、特別な場合の適用除

外等が規定されているので、留意の上計画する。  

ウ 試験以外に、材料及び二次製品については品質証明書、試験成績表、カタログ、見本等の提

出又は承諾が必要な場合があるので、設計図書を熟読の上、対処する。 

 

（任意様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート打設工 

レディーミクストコンクリート ○○ ○○ 

記載例 
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３－１１ 安全教育・訓練実施報告書 

  土木工事の実施に際し、作業の安全を確保するためには、工事関係者はもとより直接作業を

行う作業員が安全に対する理解を深めることが最も重要である。  

このため、川崎市港湾工事共通仕様書 1-3-3 安全教育及び安全訓練等の実施及び川崎市土木

工事共通仕様書 1-1-1-28 工事中の安全確保 11.定期安全研修・訓練等において「工事着手後、

作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、実施内容を選択し定期的に安全に

関する研修・訓練等を実施しなければならない。」と規定している。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-3-3 安全教育及び安全訓練等の実施） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-28 工事中の安全確保 11 項） 

  

（１）施工計画書への記載  

「２－３ 施工計画 （９）安全管理」を参照  

 

（２）実施対象の項目  

ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育  

イ 当該工事内容等の周知徹底  

ウ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底  

エ 当該工事における災害対策訓練  

オ 当該工事現場で予想される事故対策  

カ その他、安全・訓練等として必要な事項  

 

（３）安全・訓練等の実施状況資料の整備・保管  

安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があっ

た場合は、直ちに提示できる体制とし、監督員に提出する必要はない。  

なお、検査時に提示しなければならない。  

   

（４）その他留意事項 

   受注者は、工事履行中において監督員が確認する次の 5 項目の資料について、監督員から

求められた場合に提示すればよく、提出する必要はない。  

  

ア 災害防止協議会活動記録  

イ 安全パトロール実施記録  

ウ 安全訓練実施記録  

エ 安全巡視、ＴＢＭ 、ＫＹ実施記録  

オ 新規入場者教育実施記録 
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記載例 
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３－１２ 事故報告書 

  受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、指示

する期日までに、事故報告書を提出しなければならない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-3-6 事故報告書） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-31 事故報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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記載例 
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３－１３ 支給材料清算書 

（１）支給材料及び貸与品の要求  

支給材料及び貸与品の要求については、書面で取り交わす必要はないものとし、受領後に

支給材料清算書（受領書）を監督員へ提出すればよいものとする。  

  

（２）支給材料清算書  

受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発

注者に支給材料清算書（受領書）又は借用書を提出しなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 16 条の 3 支給材料及び貸与品） 

  

（３）支給材料返納書  

ア 提出  

受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等に不用となっ

た支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 16 条の 9 支給材料及び貸与品） 

イ 返納品の取扱い  

受注者は、川崎市工事請負契約約款第 16 条第 9項「不用となった支給材料又は貸与品」の

規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-17 支給材料及び貸与品 5） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-17 支給材料及び貸与品 6.返還） 
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記載例 



84 

 

３－１４ 現場発生品調書 

  受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場

所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員に提出しなければ

ならない。  

また、上記以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものに

ついては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作

成し、監督員に提出しなければならない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-18 工事現場発生品） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-18 工事現場発生品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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３－１５ 工期延長申請書 

  受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない

事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、

発注者に工期の延長変更を請求することができる。  

（川崎市工事請負契約約款第 22 条 受注者の請求による工期の延長） 

上記の規定に基づく工期の変更について、川崎市工事請負契約約款第 24 条の工期変更協議の

対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）

ものとする。  

また、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする

変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、川崎市工事請負契約約款第 24

条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-16 工期変更） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-16 工期変更） 

（１）事前協議  

受注者が工期の延長変更を請求する場合、工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受

注者との間で確認する。  

 

（２）工期延長申請書の提出  

受注者は、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、工期

延長申請書に必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、監

督員と協議する。 
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記載例 
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３－１６ リサイクル事項変更の有無の確認 

  13 条書面は、契約書の一部であるため、その内容に変更が生じた場合は、新たに 13 条書面を

作成し、契約時と同様の手続きにより、変更契約を行わなければならない。 

なお、変更契約によりその請負金額が 500 万円以上となった場合で、特定建設資材を利用（新

築）もしくは搬出（解体）する工事の場合も、新たに 13 条書面を作成し、契約時と同様の手続

きにより、変更契約を行わなければならないため、注意が必要である。 

   

※13 条書面については、「１－２ 建設リサイクル法第 13 条書面」を参照のこと。 

 

３－１７ 中間検査関係書類 

  「中間検査」は、公共工事の節目において実施し、工事中の施工状況の確認を行い、もって工

事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目

的とするものである。  

（川崎市請負工事中間検査実施要領第 2条 定義） 

  「中間検査」は、工事の施行過程において検査課長が必要と認めたときに行う。また、中間検

査の対象工事は以下の通りである。  

（川崎市請負工事中間検査実施要領） 

 

※検査の対象（川崎市請負工事中間検査実施要領第 3条抜粋）  

 ア 川崎市建設工事低入札価格調査取扱要領第 2条で規定する対象工事のうち、「調査基準

価格」を下回る価格で契約した工事  

 イ 当初契約金額 3,500 万円以上かつ工期が 6 か月以上の土木工事。ただし、維持補修工

事は除く。  

 ウ 当初契約金額 1億円以上かつ工期が 6か月以上の建築工事、設備工事。ただし、解体

工事、外構工事は除く。 

 

※受注者は、中間検査までに、施工した部分の出来形・品質管理資料（写真含む）を準備してお

かなくてはならない。 

 ※出来形・品質管理資料については、「３－９ 出来形管理書類」及び「３－１０ 品質管理書類」

を参照のこと。 

 

３－１８ 中間前払金請求資料 

（１）中間前払金認定請求書 

   受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者

の指定する者の中間前払金に係わる認定を受ける必要があることから、発注者へ「中間前払

金認定請求書」を提出しなければならない。 
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（２）工事履行報告書 

   受注者は、中間前払金を請求するときは、「中間前払金認定請求書」に「工事履行報告書」

を添えて、発注者へ提出しなければならない。 

工事履行報告書については、「３－２ 工事履行報告書」を参照のこと。 

 

 

記載例 
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（３）認定書 

   発注者は、受注者から中間前払金に係わる認定の請求があったときは、前払金を支払う条

件に値するかの調査を実施し、その結果が妥当であると認めるときは認定書を受注者に交付

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）請求書・支払金口座振替依頼書 

    受注者は、認定書を受領後、請求書・支払金口座振替依頼書を提出する。 

   請求書・支払金口座振替依頼書については、「４－1 完成検査書類」を参照のこと。 

 

 

参 考 
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３－１９ 既済部分検査書類 

（１）既済部分検査 

   受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工

等にある工場製品に相応する請負代金相当額の 10 分の 9以内の額について、内払いを請求す

ることができる。  

また、発注者は請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定める

ところにより、確認をするための検査を行う。  

（川崎市工事請負契約約款第 39 条 内払） 

 

  既済部分検査の提出書類一覧 

 

 

 

 

 

 

（２）工事既済部分検査請求書 

  受注者は、内払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係わる出来形部分又

は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求する必要がある。その際、受注者は、

「工事既済部分検査請求書」を、監督員へ提出しなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 39 条 内払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 書 類 名 摘  要

1 工事既済部分検査請求書 既済部分完成時に提出

2 出来高図面 既済部分完成時に提出

3 出来形・品質管理書類（写真含む） 既済部分完成時に提出

4 請求書・支払金口座振替依頼書 検査合格後に提出
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記載例 
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（３）出来高図面 

  受注者は、既済部分検査を受ける場合に、出来高図面を作成し検査部分を明示すること。 

 

（４）出来形・品質管理書類（写真含む） 

   受注者は、既済部分検査を受ける場合に、既済部分検査時までの出来形・品質管理書類（写

真含む）を作成しなければならない。 

   出来形・品質管理書類については、「３－９ 出来形管理書類」及び「３－１０ 品質管理書

類」写真管理書類については、「４－２ 工事記録写真」を参照のこと。 

 

（５）請求書・支払金口座振替依頼書 

   請求書・支払金口座振替依頼書については、「４－１ 完成検査書類」を参照のこと。 

 

３－２０ 一部完成検査書類 

（１）一部完成検査 

   一部完成検査は、工事の完成前に、設計図書で予め指定された部分の工事目的物が完成し

た場合に、受注者から指定部分の完成通知を受けた日から 14日以内に行う。  

この検査に合格すれば、部分払金の支払いを行い、引渡しが行われる。  

（川崎市工事請負契約約款第 32 条 2 検査及び引渡し、第 41 条 部分引渡し） 

 

一部完成検査時の契約関係書類提出一覧 

 

 

 

 

 

   ※上表３、４については、「４－１ 完成検査書類」を参照のこと。 

 

（２）工事完成届（一部完成） 

   受注者は、指定部分に係る工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければなら

ない。  

※完成届の備考欄に一部完成（指定部分）である旨を記載し、指定部分を着色した平面図等

を別途添付すること。  

（川崎市工事請負契約約款第 32 条の 1 検査及び引渡し、第 41 条 部分引渡し） 

 

 

 

 

 

 

番号 書 類 名 摘  要

1 工事完成届 指定部分の完成時に提出

2 一部完成図面

3 工事引渡書 一部完成検査合格後に提出

4 請求書・支払金口座振替依頼書 一部完成検査合格後に提出
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記載例 
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３－２１ 部分使用同意書 

  発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を

得て使用することができる。                   （川崎市工事請負契約約款第 34 条）  

その場合、監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。  

（中間技術検査による検査（確認）でもよい。）  

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-1-24 部分使用） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-24 部分使用） 

（１）発議  

発注者は、打合せ簿にて部分使用について、受注者の意向を確認する。  

（２）同意  

受注者は、発注者からの発議内容を確認し、同意書を作成する  

※部分使用の協議については、工事目的物管理の責任の所在を明確にするため、図面等で部分

使用をする位置を明確にするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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４．工事完成時 

４－１ 完成検査書類 

（１）完成検査 

   完成検査は、工事の完成を確認するための検査であり、受注者からの工事完成届を受けた

日から 14 日以内に行う。（川崎市工事請負契約約款第 32 条 2 検査及び引渡し）完成検査に合

格すれば、発注者から受注者へ請負代金の支払いが行われ、工事目的物が発注者へ引き渡さ

れる。 

完成検査時の契約関係書類提出一覧 

 

 

 

 

 

 

（２）工事完成届 

   受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 32 条の 1 検査及び引渡し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 書 類 名 摘  要

1 工事完成届 工事完成時に提出

2 工事完成図面 工事完成時に提出

3 工事引渡書 完成検査合格後に提出

4 請求書・支払金口座振替依頼書 完成検査合格後に提出

記載例 
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（３）工事引渡書 

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出

たときには、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。  

（川崎市工事請負契約約款第 32 条の 4 検査及び引渡し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

注）不適合責任期限は、必ず受注者が記入すること 

なお、不適合責任期間が２年の場合の記載例を下記に示す 

引渡      令和６年１０月１日の場合 

不適合責任期限 令和８年１０月１日 
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（４）請求書・支払金口座振替依頼書 

受注者は、工事完成後の検査に合格した後に、「請求書・支払金口座振替依頼書」を発注者

へ提出しなければならない。発注者は、請求を受けた日から 40 日以内に代金を支払わなけれ 

ばならない。 

（川崎市工事請負契約約款第 33 条の 2 請負代金の支払） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録番号とは、適格請求書発行事業者登録番号のことで、Ｔを頭とする 13桁の番号である。（本市の登録番号（債

権者コード）ではないため注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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４－２ 工事記録写真 

（１）写真管理の目的  

土木工事では、その工事目的物が完成後隠れて見えなくなる部分いわゆる不可視部分が多

い。従って、工事完成後不可視となる出来形確認の証明資料、及び工事の各施工段階における施

工状況を残すという意味でも工事における写真管理は重要なものである。  

  

（２）写真管理基準  

工事写真の原本を電子媒体で提出する場合は「川崎市電子納品要領」に基づき整理し提出

するものとし、この場合、電子媒体にて完成検査を受検する場合には、紙媒体の工事写真帳

の提出は不要であるが、監督員が紙媒体の写真帳の提出を求める場合がある。  

工事写真の撮影は、工事施工記録と、工事完成後外面から確認できない箇所の出来形確認

及び各施工段階の施工状況等を知る上で重要なものであり、受注者は土木工事写真管理基準

に則り実施しなければならない。  

工事写真にあたっては、川崎市土木工事写真管理基準に基づき工事区域全般についてその

内容を把握できるような下図の分類によって撮影し、整理し監督員に提出しなければならな

い。 

 

  工事写真       着手前及び完成写真（工事現場の着工前及び完成状況）  

施工状況写真（仕様書に基づいた施工方法の証明記録）  

安全管理写真（安全管理の実施状況の具体的な記録）  

使用材料写真（工事使用材料の品質と寸法の証明記録）  

品質管理写真（品質確認等の試験状況の記録）  

出来形管理写真（構造物の数量、寸法等出来形の証明の記録）  

災害写真（工事中に発生した災害等の記録）  

事故写真（工事中に発生した事故等の記録）  

その他（建設副産物の発生及び処理状況等の記録） 

 

なお、写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読

できるよう被写体とともに写しこむものとする。  

ア 工事名 

イ 工種等 

ウ 測点（位置） 

エ 設計寸法 

オ 実測寸法 

カ 略図 

小黒板の判読が困難となる場合は、国土交通省「デジタル写真管理情報基準」に規定する

写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。  

（川崎市土木工事写真管理基準 2-2） 
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（３）写真の省略（川崎市土木工事写真管理基準 2-4）  

下記の場合は写真の撮影を省略できる。  

ア 品質管理写真について、公的機関で実施した品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省

略するものとする。  

イ 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況の判別でき

る写真を項目ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとする。  

ウ 監督員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。  

注）段階確認で撮影した写真を出来形管理写真とする。  

  

（４）写真の編集等（川崎市土木工事写真管理基準 2-5）  

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、小黒板情報の電子的記入について

は、写真編集には該当しない。  

  

（５）撮影の留意事項（川崎市土木工事写真管理基準 2-10）  

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。  

ア 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示により追加、削

減するものとする。  

イ 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に

注意して撮影するものとする。  

ウ 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、

構造図など）を参考図として作成する。電子納品以外は工事写真帳に添付する。  

エ 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目を協議のうえ取り扱い

を定めるものとする。 
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４－３ 建設発生土搬入完了届（浮島指定処分地） 

  受注者は、建設発生土の搬入の完了後速やかに監督員へ報告を行う。完了届の提出は監督員

が行う為、監督員を通して受領する「浮島指定処分地搬入実績書」を保管し、検査時に提示でき

るようにしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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４－４ 再資源化等報告書（建設リサイクル法） 

  再資源化等が完了した時は、速やかに建設リサイクル法第18条に基づき「再資源化等報告書」

を監督員に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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４－５ 再生資源利用［促進］実施書 

  受注者は、工事完了後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用〔促進〕実施

書を作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を 5年間保存する。  

（建設副産物に関する共通事項特記仕様書） 

 

  ※詳細については、「２－４ 再生資源利用［促進］計画書」を参照のこと。 

 

４－６ 産業廃棄物管理票（紙ﾏﾆﾌｪｽﾄ及び電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ） 

  産業廃棄物の処理責任は、廃棄物処理法上排出事業者が負うこととされているが、排出事業

者がその運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、運搬先ごとに産業廃棄物管理票（マニフ

ェスト）を交付することとされている。ここで、排出事業者とは、建設工事の場合、受注者（元

請業者）と解される。  

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに、Ａ票、Ｂ２

票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示しなければならない。 ただし、完成検査日時点でＥ票が提出さ

れてない場合は、Ｄ票のみの提示でよい。 

（川崎市港湾工事共通仕様書 1-2-11 建設副産物） 

（川崎市土木工事共通仕様書 1-1-1-19 建設副産物） 

 

マニフェストは監督員に提示すればよく、提出する必要はない。  

なお、受注者は、産業廃棄物管理票を５年間保管する義務がある。 

 

産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）様式例 
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４－７ 建設業退職金共済証紙受払簿 

受注者は、共済証紙の貼付、受払の記録を建設業退職金共済証紙受払簿及び建設業退職金共

済証紙貼付実績報告書により行い、工事完成時に提出しなければならない。ただし、監督員の請

求があった場合は、工事完成前であっても遅滞なく提示しなければならない。  

また、監督員が必要と認めたときは、関係資料（共済手帳のコピー等）の提出を求めることが

あるが、原則提出は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

記載例 
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４－８ 電子納品媒体 

  電子納品の目的は、最終成果を電子データで納品することにより、業務の効率化、省資源・省

スペース化を図ることである。電子納品は、従来紙媒体で納品していた業務報告書や工事完成

図書などの成果品について、「川崎市電子納品要領」に則して作成した電子データを CD-R 等で

納品するものである。このため、最終成果として提出する電子納品対象書類は、業務履行中・工

事施工中から電子化するよう留意すること。  

（電子納品特記仕様書） 

川崎市電子納品要領については、川崎市のホームページに記載されている。  

http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/78-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html  

  

（１）適用工事  

電子納品特記仕様書が適用されている工事である。  

（２）成果品の提出  

受注者は、要領等に基づいて作成した電子データを電子媒体で 2 部提出すること。  

受注者は、電子納品対象外のものは従来どおり紙で提出するものとし、要領で特に記載の

ない項目については、監督員と協議のうえ決定すること。  

受注者は、要領の「6 納品媒体の確認方法」に従い確認用書類を提出すること。  

受注者は、成果物納品の際は、要領に規定されている「電子媒体納品書」を使用すること。  

（３）ウィルス対策  

受注者は、成果品の提出の際には、必ず最新のウィルス定義を適用したウィルス対策ソフ

トにより確実にチェックを行いウィルスに感染していないことを確認すること。 

 

４－９ 電子媒体納品書 

  受注者は、工事完成後に電子媒体を納品する際、電子媒体納品書を提出すること 
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４－１０ 工事手直し指摘事項完了届 

  受注者は、工事が検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければな

らない。  

（川崎市工事請負契約約款第 32 条の 5 検査及び引渡し） 

  

※受注者は、検査員から発せられる「手直し指定事項通知書」に基づき、目的物の修補又は代

替物の引渡しを実施し、完了後速やかに「工事手直し指摘事項完了届」を提出すること。 
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